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平成２２年４月９日付で提起された生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に
基づく生活保護申請却下決定に係る審査請求について次のとおり裁決する。

･` 　　　　　　　　　　卜　 主　 文　し　　　　　　　　　　ｰ･

処分庁が、審査請求人に対し、平成２ ２年３月１９日に決定した生活保護申請却
下処分を取り消す。　　　レ　　　づ　　　　　　　　　　　　　 卜　∧

第１

１
事案の概要
審査請求に至る経緯

理　　 由

下「処分庁」という。）は、生活保護法（以下「法」と
に基づき、･i平成２２年３月１９日刊で審査請求人㎜

「
讐 （以下「請求人」という。）に対し、生活保護申請却下の決定処分（以下「本
件処分」という。）を行ったところ、請求人は、これを不服として、平成２２年
４月９日付で沖縄県知事（以下「当庁」という。）に対し、審査請求を提起した
事案であるＯ　　　　　　　　＼　／　　　　　　　　　　　　　　＼

２　本件請求の趣旨及び理由 ’　　　　　　　　　　　　　　 ダ
処分庁による本件処分の理由は、保護申請却下決定通知書によると「登記簿

謄本上居住しているマンションの所有権を売買により娘（長女）へ移転したと記
載されているが、契約書等証明できるものがなく、金銭の受け取り等の証明も
ないため贈与とみなし、法第４条の規定に基づき、資産不活用と判断したた
め。」となっている。　　　　口



これに対して請求人は｢ 金銭の工面ができず、生活保護の開始をお願いしま
△　　　　 す．｣ と主張している．　 卜　　　　　　　　　　　．･
ノ　　　　　 本件審査請求は√処分庁が決定した本件処分に納得がいかず、処分の取消及
………　　　び保護の開始決定を求めるもめと解する．　　　　　　　　　　　　　よ

第２　当庁の認定した事実及び判断　　　　　　　　　　　……　…

てｉＳｉ .≒ 1　 認定事実　　　卜　　　　　　　　　 ▽　　　　　十　　　　　　　∧ｿ榮t ＼
十 当ﾀ沁゙)調査( よ６と` 以万(7)とおりと認められる゜

… … …

::､)
§lf∧( よ

平成2j1 年８月６日 請求人が所有する不動産を、請求乂の長女λ所有権
ﾔﾆ:こ‥‥‥‥ 移転する． ‥　．･･．．・　　　　　･･．･　　／ ／　　　　　　　　　∠

（2） 同年１２月１０日　請求人は生活保護の申請を行うが、処分庁は預貯金と
年金収入により保護を要しないとの理由で申請を却下する。　　　 、

（3） 平成２２年２月１９日　請求人は生活保護を再度申請する。

（4） 同年３月１９日　処分庁は請求人に対して、本件処分を決定する。

（5） 同年４月9.日卜 当庁にて審査請求書を受理。当庁から処分庁へ弁明書の提
出を求める。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＞　　　　　　　 コ

（6） 同年同月３０日　処分庁からの弁明書を当庁で･受理。十　　　　卜

（7） 同年５月 ］卜Ｏ日　弁明書の副本を請求人へ送付。一反論書の提出を求める。

（8） 同年同月１９日　請求人がちの反論書を当庁で受理。　　　　　◇

２　判断　　　　　　 卜　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
（1） 法令等　　　　　　　　　　　　　　　 ’　　　　　　　　　　　　　 ◇

ア　法第１条ではい「この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基
き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必
要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助
長することを目的とする。」 と、この法律の目､的を定めている。

イ　法第２条では、「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、
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この法律による保護（以下「保護」という。）を、つ無差別平等に受けること
ができる。」と、無差別平等について定めている。

ウ　法第４条第１項では、「保護は、
資産、能力その他あらゆるものを、
用することを要件として行われる。

る。’卜　　　　厂

生活に困窮する者が、その利用し得る ＝
その最低限度の生活の維持のために活
」と、保護の補足性について定めてい

エ　生活保護法による保護の実施要領について(昭和３８年４月１日 社発第
２ ４ ６号 厚生省社会局長通知)第！ 1 ― 1 ― (2)､では、｢ 要保護者が、自
らの資産能力その他扶養、他法等利用しうる資源の活用を怠り又は忌避し
ていると認められる場合は、適切な助言指導を行うものとし、要保護者が
これに従わないときは、保護の要件を欠くものとして、申請を却下するこ
と。｣ と、保護申請時における助言指導について定めている。　　 レ

オ　生活保護手帳別冊問答集「要保護世帯向け長期生活支援資金の運用等に
関する質疑への回答」コ問２５の答では、「新貸付制度の適用を免れるため
しに生前贈与を行ったものと疑われる場合については、当該資産を活用しな
い限り、補足性の原理から生活保護の受給要件を満たさないこととなるた
め、再度被保護者本人に名義変更した上で貸付申請をするか、売却を指導
することになる。」と、資産を生前贈与した場合の保護の受給要件につい
て定めているＯ　　　　　　　･･

（2） 本件処分について　　　　　　　　 。　　　　　　　　　　　　卜
＼　処分庁は保護の決定前に、必要に応じて要保護者の資産に関する調査を実
施することとされている。要保護者が、自ちの資産能力その他扶養、他法等
利用しうる資源の活用を怠り又は忌避していると認められる場合は、適切な
助言指導を行う･ものとし、要保護者がこれに従わないときは、保護の要件をＩ
欠くものとして、申請を却下することができる（法令等エ）。 十
関係資料によると、請求人は平成２１年８月５日自ら居住するマンション

の所有権を請求人から請求人の長女へ名義変更したことが確認される。保護ノ
申請日は平成２２年２月１９日とされ、保護申請日時点ではマンションの所
・有者は請求人の長女であり、請求人ではない。処分庁は①当該マンションの
所有権の名義変更日が平成２１年８月５日と、１回目の保護申請日に近いこ
と、②平成２２年３月１日の面談時に請求人及び請求人の長女より保護申請
に当たり所有権を変更したとの発言があったことから、当該マンションの所



①

察
蓼

有 権 が 実 質 的 に 請 求 人 で あ る と し 、 法 令 等 オ を 根 拠 と し て 当 該 マ ン シ ョ ン の

所 有 権 を 請 求 人 に 戻 す よ う助 言 指 導 を 行 い 、 請 求 人 及 び 請 求 人 の 長 女 が そ れ

に 従 わ な い こ と か も 、 資 産 不 活 用 と し て 本 件 処 分 を 行 っ て い る 。

し か し な が ら 、 処 分 庁 が 本 件 処 分 の 根 拠 と し た 法 令 等 オ は 「新 貸 付 制 度 の

適 用 を 免 れ る た め に 生 前 贈 与 を 行 づ だ も の と 疑 わ れ る 場 合 」 の 取 扱 い を 定 め

て い る と こ ろ 、 当 該 マ ン シ ョ 冫 の 所 有 権 の 移 転 は 、 登 記 簿 上 平 成 ２ １ 年 ８ 月

５ 日 と さ れ て い る ほ か 、 所 有 権 移 転 の 原 因 は 平 成 １ ９ 年 ４月 １ 日 の 売 買 に よ

る も の と の 記 載 も あ る こ と か ら 、 保 護 申 請 の 直 前 と は 言 え ず 、 新 貸 付 制 度 を

免 れ る た め に 所 有 権 の 移 転 を 行 っ た と ま で は 認 め ら れ な い 。 ま た 処 分 庁 は 、
平 成 ２ ２年 ３ 月 １ 日 の 請 求 人 と 請 求 人 の 長 女 と の 面 談 時 に 、 請 求 人 と 請 求 人

の 長 女 か ら 「保 護 申 請 に 当 り 所 有 権 を 変 更 し た 」 と の 発 言 が あ っ た こ と を 、
新 貸 付 制 度 の 適 用 を 免 れ る た め に 生 前 贈 与 を 行 っ た も の と 疑 わ れ る 理 由 と し

。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。で い る が 、 同｡日 の 面 談 時 に 請 求 人 と 請 求 人 娘 か ら マ ン シ｡ヨ ン 譲 渡 は 以 前 か ら

話 が あ っ た 旨 の 発 言 も あ る こ と か ら 「保 護 申饋 に 当 り 所 有 権 を 変 更 し た 」 と

の 発 言 の み を も っ て 新 貸 付 制 度 の 適 用 を 免 れ る た め に 生 前 贈 与 を 行 っ た も の

と す る こ と は で き な い 。

ま た 、 法 令 等 オ は 新 貸 付 制 度 に 関 す る 取 扱 い を 示 し て い る と こ ろ 、 本 件 関

係 資 料 に お い て 処 分 庁 及 び 請 求 人 並 び に 請 求 人 の 長 女 と の 間 で 、 生 活 保 護 制

度 に お け る 一 般 的 な 資 産 の 活 用 に つ い て は 触 れ ら れ て い る も の の 、 新 貸 付 制

度 に 関 し て の や り と り は 認 め ら れ ず 、 請 求 人 及 び 請 求 人 の 長 女 が 新 貸 付 制 度

及 び 同 制 度 に 係 る 生 活 保 護 制 度 上 の 取 扱 い に つ い て 、 生 活 保 護 申 請 時 前 に 了

知 し て い た と 断 言 す る こ と ま で は で き な い こ と か ら 、 請 求 人 と 請 求 人 の 長 女

と の マ ン シ ョ ン の 譲 渡 が 新 貸 付 制 度 の 適 用 を 免 れ る た め に 行 っ た も の と い う

こ と も で き な い 。　　　　　　　　　 ・　
Ｉ　”　　　　　　　　　　・　　　　　

。　　　-
。　　　･■・　　　　　　　　　　　　●

請 求 人 は 、 保 護 申 請 時 に お い て 活 用 す べ き 資 産 が な く 、 新 貸 付 制 度 の 適 用

を 免 れ る た め に 生 前 贈 与 を 行 っ た 事 実 も 認 め ら れ な い こ と は 上 述 の と お り で

あ り 、 資 産 不 活 用 を 理 由 と し て 処 分 庁 が 行 っ た 本 件 処 分 に は 瑕 疵 が 認 め ら れ 、
請 求 人 の 主 張 は 認 め ら れ る 。

３　結論ご　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　　卜
＼以上のとおり、本件審査請求は理由があるので、行政不服審査法（昭和３７
年法律第１６０号）第４０条第３項り規定を適用して、主文のとおり裁決する。

平成２２年６月２日

沖縄県知事
仲井眞　弘


